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(57)【要約】
【課題】
　テーブルやデスク等の天板を脚体とフレームとで支持
する支持装置において、フレームによる天板の周辺部の
支持が十分であり、また天板の短辺側に着座することが
可能であり、また複数の天板を連設する場合にも脚体を
付け替えることにより、最小限の部品で強固に連結する
ことが可能な天板の支持装置を提供する。
【解決手段】
　天板１の下面で短辺側の側縁から内方位置に短辺側フ
レーム７を固定し、少なくとも上杆９を有する門形もし
くはロ字形の脚体２の上杆９を短辺側フレーム７の内側
に連結ブラケット４を介して連結し、短辺側フレーム７
の内方の離れた位置に脚体２を設けた。短辺側の直線的
な側縁から短辺側フレームまでの後退距離Ｄ１と、連結
ブラケットの先端と脚体の上杆の中心線間の連結距離Ｄ
２を一致させた。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天板の下面で短辺側の側縁から内方位置に短辺側フレームを固定し、少なくとも上杆を
有する門形もしくはロ字形の脚体の該上杆を前記短辺側フレームの内側に連結ブラケット
を介して連結し、前記短辺側フレームの内方の離れた位置に前記脚体を設けたことを特徴
とする天板の支持装置。
【請求項２】
　連結側となる少なくとも一方の短辺側の側縁が直線的である天板の下面に、直線的な側
縁から後退距離Ｄ１を設けて短辺側フレームを固定し、他方の側縁の内方にも短辺側フレ
ームを固定し、脚体の上端に有する奥行方向に向いた上杆の一側に連結ブラケットの基端
を着脱可能に連結し、前記連結ブラケットの先端を前記短辺側フレームの内側面に着脱可
能に連結するとともに、該連結ブラケットを前記天板の下面に取付け、更に前記連結ブラ
ケットの先端と前記脚体の上杆の中心線間の連結距離Ｄ２を前記後退距離Ｄ１に一致させ
てなる請求項１記載の天板の支持装置。
【請求項３】
　前記脚体の上杆の内側に単数又は複数の支持ブラケットを連結し、前記上杆の両側に前
記連結ブラケットと支持ブラケットをそれぞれ逆向きに連結した状態で、前記連結ブラケ
ットと支持ブラケットを前記天板の下面に取付けてなる請求項１又は２記載の天板の支持
装置。
【請求項４】
　前記連結ブラケットは、前記脚体の上杆の側面と上面に連結する部分を備え、前記上杆
の上面に連結する部分の幅は該上杆の上面の幅の１／２以下である請求項１～３何れか１
項に記載の天板の支持装置。
【請求項５】
　前記支持ブラケットは、前記脚体の上杆の側面と上面に連結する部分を備え、前記上杆
の上面に連結する部分の幅は該上杆の上面の幅の１／２以下である請求項３記載の天板の
支持装置。
【請求項６】
　二つの天板の短辺側の直線的な側縁同士を突き合わせて配置し、前記脚体の上杆の両側
にそれぞれ前記連結ブラケットの基端を着脱可能に連結し、前記脚体の上杆の中心線を両
天板の接合線に一致させた状態で、各連結ブラケットの先端をそれぞれの天板の下面に固
定した前記短辺側フレームの外側面に着脱可能に連結するとともに、各連結ブラケットを
各天板の下面に取付けてなる請求項２又は４記載の天板の支持装置。
【請求項７】
　前記短辺側フレームの両端部間にそれぞれ長辺側フレームを連結して天板補強フレーム
を構成し、該天板補強フレームを前記天板の下面に固定してなる請求項１～６何れか１項
に記載の天板の支持装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、天板の支持装置に係わり、更に詳しくはテーブルやデスク等の天板を脚体と
フレームとで支持する支持装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から天板を脚部で支持した構造のテーブルやデスクは各種提供され、天板を側方へ
連設して横幅を長く構成する構造のものも公知である。
【０００３】
　特許文献１には、端部脚体の上端にＴ字形金具を取付けて、両側の端部脚体のＴ字形金
具同士をビームで連結し、その上部に天板を載置してＴ字形金具やビームを天板下面にネ
ジ止めする構造が記載されている。そして、複数の天板を側方へ連設するには、端部脚体
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の代わりに中間脚体を用い、その上端に十字形金具を取付け、端部脚体のＴ字形金具と中
間脚体の十字形金具、あるいは中間脚体の十字形金具同士をビームで連結し、前記中間脚
体の中心線に両天板の接合部を合わせて載置し、前記同様に十字形金具とビームにネジ止
めする構造が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、端部脚と中間脚との間、中間脚同士の間を脚間モジュールで連
結し、前記中間脚の中心線に両天板の接合部を合わせて載置し、端部脚と中間脚の上端に
側設した取付片に天板をネジ止めする構造が記載されている。
【０００５】
　これら特許文献１、２に記載のデスクあるいはテーブルは、端部脚体が天板の端部に設
けられ、端部側に着席することは想定されてない。
【０００６】
　尚、特許文献３には、天板の下面に固定する天板補強フレームの端部に脚柱を連結し、
両側部において前後の脚柱の下端間を横杆で連結した構造のテーブルが記載されている。
この場合、横杆を問題としなければ、天板の端部側（短辺側）に着席することは可能であ
り、また脚柱の位置を天板の中央寄りに設定して、着席者の足に当たらないようにするこ
とも可能であるが、天板を側方へ連設することは想定されてない。また、脚柱を邪魔にな
らないように天板の縁部から内方に設定した場合には、脚柱の上端に連結した天板補強フ
レームも内方に位置するようになるので、天板の周辺部を十分に支持することができなく
なる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－１４４０１５号公報
【特許文献２】特開２００７－１５１８２４号公報
【特許文献３】特開２０１４－２３６７８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで、本発明が前述の状況に鑑み、解決しようとするところは、テーブルやデスク等
の天板を脚体とフレームとで支持する支持装置において、フレームによる天板の周辺部の
支持が十分であり、また単独仕様の場合、あるいは端部に位置する天板の短辺側に着座す
ることが可能であり、また複数の天板を連設する場合にも脚体を付け替えることにより、
最小限の部品で強固に連結することが可能な天板の支持装置を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、前述の課題解決のために、以下に構成する天板の支持装置を提供する。
【００１０】
（１）
　天板の下面で短辺側の側縁から内方位置に短辺側フレームを固定し、少なくとも上杆を
有する門形もしくはロ字形の脚体の該上杆を前記短辺側フレームの内側に連結ブラケット
を介して連結し、前記短辺側フレームの内方の離れた位置に前記脚体を設けたことを特徴
とする天板の支持装置。
【００１１】
（２）
　連結側となる少なくとも一方の短辺側の側縁が直線的である天板の下面に、直線的な側
縁から後退距離Ｄ１を設けて短辺側フレームを固定し、他方の側縁の内方にも短辺側フレ
ームを固定し、脚体の上端に有する奥行方向に向いた上杆の一側に連結ブラケットの基端
を着脱可能に連結し、前記連結ブラケットの先端を前記短辺側フレームの内側面に着脱可
能に連結するとともに、該連結ブラケットを前記天板の下面に取付け、更に前記連結ブラ
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ケットの先端と前記脚体の上杆の中心線間の連結距離Ｄ２を前記後退距離Ｄ１に一致させ
てなる（１）記載の天板の支持装置。
【００１２】
（３）
　前記脚体の上杆の内側に単数又は複数の支持ブラケットを連結し、前記上杆の両側に前
記連結ブラケットと支持ブラケットをそれぞれ逆向きに連結した状態で、前記連結ブラケ
ットと支持ブラケットを前記天板の下面に取付けてなる（１）又は（２）記載の天板の支
持装置。
【００１３】
（４）
　前記連結ブラケットは、前記脚体の上杆の側面と上面に連結する部分を備え、前記上杆
の上面に連結する部分の幅は該上杆の上面の幅の１／２以下である（１）～（３）何れか
１に記載の天板の支持装置。
【００１４】
（５）
　前記支持ブラケットは、前記脚体の上杆の側面と上面に連結する部分を備え、前記上杆
の上面に連結する部分の幅は該上杆の上面の幅の１／２以下である（３）記載の天板の支
持装置。
【００１５】
（６）
　二つの天板の短辺側の直線的な側縁同士を突き合わせて配置し、前記脚体の上杆の両側
にそれぞれ前記連結ブラケットの基端を着脱可能に連結し、前記脚体の上杆の中心線を両
天板の接合線に一致させた状態で、各連結ブラケットの先端をそれぞれの天板の下面に固
定した前記短辺側フレームの外側面に着脱可能に連結するとともに、各連結ブラケットを
各天板の下面に取付けてなる（２）又は（４）記載の天板の支持装置。
【００１６】
（７）
　前記短辺側フレームの両端部間にそれぞれ長辺側フレームを連結して天板補強フレーム
を構成し、該天板補強フレームを前記天板の下面に固定してなる（１）～（６）何れか１
に記載の天板の支持装置。
【発明の効果】
【００１７】
　以上にしてなる本発明の天板の支持装置は、以下に示す効果を奏する。
【００１８】
　（１）の構成によれば、短辺側フレームの内方の離れた位置に脚体を設けたので、天板
の短辺側の側縁からより内方、つまり中央寄りに脚体を取付けることができ、天板の短辺
側の側縁に着座しても脚体が邪魔になることがない。また、短辺側フレームは天板の短辺
側の側縁に近い位置に固定できるので、天板の周辺部の支持強度が高い。
【００１９】
　（２）の構成によれば、脚体を、連結ブラケットを介して天板の下面に固定した短辺側
フレームの内側面に連結することにより、天板の短辺側の側縁から脚体までの距離を約Ｄ
１＋Ｄ２まで後退させて取付けることになり、該天板の短辺側の側縁に着座しても脚体が
邪魔になることがなく、また脚体を、連結ブラケットを介して短辺側フレームの外側面に
連結すれば、脚体の上杆の中心線を天板の側縁に一致させることができ、それにより脚体
を共用して他の天板を側方へ連設することができるようになる。
【００２０】
　（３）の構成によれば、脚体の両側を連結ブラケットと支持ブラケットで挟んだ状態で
天板の下面に取付けるので、脚体と天板との連結強度が高くなり、ひいては天板の支持強
度が高くなる。
【００２１】
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　（４）（５）の構成によれば、脚体の上杆の両側に連結ブラケットと支持ブラケットを
それぞれ取付け、あるいは上杆の両側に連結ブラケットを取付けても、上杆の上面で互い
に干渉することがない。
【００２２】
　（６）の構成によれば、二つの天板の突き合わせ接合部に共通の脚体を配置し、該脚体
の上杆の両側に連結した連結ブラケットをそれぞれの天板の短辺側フレームの外側面に連
結するとともに、各連結ブラケットを各天板の下面に取付けることにより、天板の側方に
他の天板を最小限の部品の追加で連結することができ、また脚体の両側を連結ブラケット
で挟んだ状態で天板の下面に取付けるので、脚体の支持強度が高くなる。
【００２３】
　（７）の構成によれば、短辺側フレームの両端部間にそれぞれ長辺側フレームを連結し
て天板補強フレームを構成することにより、天板の剛性が高まり、横幅（長辺側）が長く
なっても天板が撓むことがなく、また短辺側フレームに対する取付強度も向上する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】独立仕様のテーブルの一部省略斜視図である。
【図２】同じくテーブルの部分平面図である。
【図３】連結ブラケットの斜視図である。
【図４】支持ブラケットを示し，（ａ）は上からの斜視図、（ｂ）は下からの斜視図であ
る。
【図５】連結仕様のテーブルの一部省略斜視図である。
【図６】同じく連結部の部分平面図である。
【図７】同じく連結部の部分斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　次に、添付図面に示した実施形態に基づき、本発明を更に詳細に説明する。図１は本発
明の天板の支持装置を適用した独立仕様のテーブルを示し、図５は連結仕様のテーブルを
示し、図２～図４は詳細を示し、図中符号１は天板、２は脚体、３は天板補強フレーム、
４は連結ブラケット、５は支持ブラケットをそれぞれ示している。
【００２６】
　本実施形態のテーブルは、独立仕様の場合は、図１に示すように、天板１の両側部の下
面を脚体、２，２で支持した構造であり、前記脚体２は天板１の短辺側の側縁６から内方
（中央寄り）へ後退位置に設けられ、該側縁６に着席しても前記脚体２が邪魔にならない
ようになっている。
【００２７】
　本発明の天板の支持装置は、天板１の下面で短辺側の側縁から内方位置に短辺側フレー
ム７を固定し、少なくとも上杆９を有する門形もしくはロ字形の脚体２の該上杆９を前記
短辺側フレーム７の内側に連結ブラケット４を介して連結し、前記短辺側フレーム７の内
方の離れた位置に前記脚体２を設けたことを特徴としている。
【００２８】
　更に具体的には、連結側となる少なくとも一方の短辺側の側縁６が直線的である天板１
の下面に、直線的な側縁６から後退距離Ｄ１を設けて短辺側フレーム７を固定し、他方の
側縁６の内方にも短辺側フレーム７を固定し、また脚体２の上端に有する奥行方向に向い
た上杆９の一側に連結ブラケット４の基端を着脱可能に連結し、前記連結ブラケット４の
先端を前記短辺側フレーム７の内側面に着脱可能に連結するとともに、該連結ブラケット
４を前記天板１の下面に取付け、更に前記連結ブラケット４の先端と前記脚体２の上杆９
の中心線間の連結距離Ｄ２を前記後退距離Ｄ１に一致させている。
【００２９】
　本実施形態の前記天板１は、平面視長方形で両側縁６，６は平行であるが、少なくとも
連結側の一方の短辺側の側縁６が直線的であり、他方の側縁６は円弧縁でも良い。尚、側
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方へ天板１，１を連結しない場合には、両側縁６，６の形状は任意である。そして、前記
天板１の下面には、平面視四角形の天板補強フレーム３が予め固定されている。前記天板
補強フレーム３は、少なくとも前記天板１の側縁６の平行な短辺側フレーム７，７を有す
れば足りるが、本実施形態では前記短辺側フレーム７，７の両端部間にそれぞれ長辺側フ
レーム８，８を連結して天板補強フレーム３を構成し、該天板補強フレーム３を前記天板
１の下面に固定している。
【００３０】
　前記脚体２は、上端に奥行方向に向いた上杆９を有すれば足りるが、本実施形態では、
前記上杆９の両端からハの字状に支脚１０，１０を設けた構造のものとした。つまり、前
記脚体２の支脚１０，１０は天板１の奥行方向を向いて下方になるに従って広がった形状
であり、前記天板１の側縁６に着座した場合に支脚１０が邪魔にならないようになってい
る。ここで、前記上杆９は外形が四角柱の形状である。
【００３１】
　前記連結ブラケット４は、図１～図３に示すように、基板１１の基端に前記脚体２の上
杆９の側面に当接する固定板１２を立ち上げ形成するとともに、該固定板１２の上縁に外
向きに水平な支持板１３を折曲形成し、また前記基板１１の先端に前記短辺側フレーム７
の側面に当接する連結板１４を立ち上げ形成するとともに、該連結板１４の上縁を前記固
定板１２側へ折曲して補強片１５を形成し、前記固定板１２の両側にダルマ孔１６，１６
を形成するとともに、前記支持板１３の両側部に取付孔１７，１７を形成し、更に前記連
結板１４の両側部も連結孔１８，１８を形成している。また、前記連結ブラケット４の基
板１１の両側端には側板１９，１９を立ち上げ形成し、該側板１９の上縁に前記天板１の
下面に当接する取付板２０を外向きに折曲形成し、該取付板２０の両側部には通孔２１，
２１を形成している。前記固定板１２と連結板１４及び両側板１９，１９とで上方開放し
た箱型構造を構成し、各接合部を溶接すれば更に強度が向上する。ここで、前記支持板１
３の横幅（左右方向の幅）は、前記脚体２の上杆９の上面の幅の１／２以下とする。
【００３２】
　尚、本実施形態では、前記連結ブラケット４は、幅広の一部品であるが、二つ以上の小
さな連結ブラケットを用いて構成しても良い。また、本実施形態の前記連結ブラケット４
は、基板１１を有しているが、強度が意地できれば、基板１１を省略した形状でも良い。
少なくとも所定の間隔を有する固定板１２と連結板１４を備えていれば良い。
【００３３】
　前記支持ブラケット５は、合成樹脂製若しくはアルミダイカスト製の成形品であり、前
記天板１の下面に当接する平面視略四角形の受板２２の下面で一側端からやや中央寄り位
置に垂直部２３を設け、該垂直部２３を前記脚体２の上杆９の側面に当接するとともに、
該垂直部２３から外側の受板２２の一部を載置部２４とし、該載置部２４を前記上杆９の
上面に当接できるように成形している。そして、前記垂直部２３と載置部２４の両側には
取付孔２５，…を設けるとともに、その他の受板２２の３箇所に通孔２６，…を設けてい
る。尚、前記載置部２４の横幅（左右方向の幅）は、前記支持板１３と同様に前記脚体２
の上杆９の上面の幅の１／２以下とする。
【００３４】
　そして、前記脚体２の上杆９の外側に前記連結ブラケット４の基端を着脱可能に連結す
るとともに、該上杆９の内側の前後両端部に前記支持ブラケット５，５を着脱可能に連結
する。具体的には、前記上杆９の外側面に前記連結ブラケット４の固定板１２を当接する
とともに、前記上杆９の上面に前記連結ブラケット４の支持板１３を当接した状態で、ダ
ルマ孔１６，１６を利用してネジ２７で固定板１２を上杆９の外側面に取付けるとともに
、取付孔１７，１７を利用してネジ２８で支持板１３を上杆９の上面に取付ける。また、
前記上杆９の内側面に前記支持ブラケット５の垂直部２３を当接するとともに、前記上杆
９の上面に前記支持ブラケット５の載置部２４を当接した状態で、取付孔２５，…を利用
して上杆９にネジ止めする。
【００３５】



(7) JP 2019-63236 A 2019.4.25

10

20

30

40

50

　本発明においては前記脚体２の構造は特に制限されないが、少なくとも上部に水平な前
記上杆９を備えていることが必要である。本実施形態の前記脚体２は、木製の支脚２Ａの
上端にコーナー脚部材２Ｂを連結し、両コーナー脚部材２Ｂ，２Ｂ間に四角パイプ状の脚
横桟２Ｃを連結して門形脚となしたものであり、前記上杆９は前記脚横桟２Ｃとコーナー
脚部材２Ｂ，２Ｂを含む部分を指している。前記支持ブラケット５は、前記脚横桟２Ｃと
コーナー脚部材２Ｂに跨って取付けても良いし、前記脚横桟２Ｃにのみ、あるいはコーナ
ー脚部材２Ｂにのみ取付けても良い。また、前記脚体２は、アルミダイカスト製で前記支
脚２Ａとコーナー脚部材２Ｂが一体のものでも良い。また、前記脚体２はロ字形脚であっ
ても良い。
【００３６】
　それから、前記連結ブラケット４の先端を前記短辺側フレーム７の内側面に連結するが
、それには前記連結ブラケット４の連結板１４を前記短辺側フレーム７の内側面に当接し
た状態で、連結孔１８，１８を利用してネジ２９で前記連結板１４を前記短辺側フレーム
７に取付ける。最後に、前記連結ブラケット４の取付板２０と前記支持ブラケット５の受
板２２前記天板１の下面に当接した状態で、前記取付板２０の通孔２１，２１を利用して
天板１にネジ止めし、前記受板２２の取付孔２５，…を利用して天板１にネジ止めする。
尚、前記天板１の下面には、前記連結ブラケット４と支持ブラケット５を前記上杆９の上
面に取付けるためのネジの頭部を逃がすための凹部を予め形成してある。
【００３７】
　図２に示すように、前記天板１の下面に固定した前記短辺側フレーム７の位置は、前記
天板１の側縁６から後退距離Ｄ１だけ中央寄り位置であり、つまり前記天板１の側縁６か
ら短辺側フレーム７の外側面までの距離が後退距離Ｄ１である。また、前記脚体２の上杆
９の中心線から前記連結ブラケット４の連結板１４の外面までの間隔が前記距離Ｄ２であ
り、本発明ではＤ１＝Ｄ２となるように寸法設定している。
【００３８】
　また、本実施形態のテーブルは、前記天板１の両側部で奥行方向の中央部にダクト開口
部３０を設け、該ダクト開口部３０には開閉可能にカバー３１，３１を備え、更に天板１
の下面側に固定した吊支部材３２，３２によってコード受け３３を天板１の下面から間隔
を置いて設けている。
【００３９】
　次に、図５～図７に基づいて、連結仕様のテーブルを説明する。この場合、前記脚体２
の上杆９の両側に前記連結ブラケット４，４の基端を前記同様に連結する。この場合、中
間に用いる前記脚体２には前記支持ブラケット５は用いない。そして、隣接する二つの天
板１，１の短辺側の側縁６，６同士を突き合わせて配置し、前記脚体２の上杆９の両側に
それぞれ前記連結ブラケット４，４の基端を着脱可能に連結した状態で、前記脚体２の上
杆９の中心線を両天板１，１の接合線に一致させた状態で、各連結ブラケット４の先端を
それぞれの天板１の下面に固定した前記短辺側フレーム７の外側面に着脱可能に連結する
とともに、各連結ブラケット４を各天板１の下面に取付けるのである。尚、前記天板１の
端部側の脚体２の取付けは、前述の独立仕様のテーブルと同じである。
【符号の説明】
【００４０】
１　天板、
２　脚体、
３　天板補強フレーム、
４　連結ブラケット、
５　支持ブラケット、
６　側縁、
７　短辺側フレーム、
８　長辺側フレーム、
９　上杆、
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１０　支脚、
１１　基板、
１２　固定板、
１３　支持板、
１４　連結板、
１５　補強片、
１６　ダルマ孔、
１７　取付孔、
１８　連結孔、
１９　側板、
２０　取付板、
２１　通孔、
２２　受板、
２３　垂直部、
２４　載置部、
２５　取付孔、
２６　通孔、
２７　ネジ、
２８　ネジ、
２９　ネジ、
３０　ダクト開口部、
３１　カバー、
３２　吊支部材、
３３　コード受け、
Ｄ１　後退距離、
Ｄ２　連結距離。
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